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１．１．１．１．会議会議会議会議概要概要概要概要 

会議名称 

日本語：生物多様性アジアユース会議 in 愛知 2009  

英語：Conference of Asian Youth on Biodiversity in Aichi 2009 

目的 

• 生物多様性の保全と持続可能な利用に関する理解を深めること  

• 国際的な議論や活動に参画する機会の提供を通じ、人材育成を図ること  

• 青年の国際的なネットワーク構築と相互理解を促すこと  

テーマ 

アジア地域における生物多様性の保全と持続可能な利用  

 

開催期間 

平成 21 年 8 月 3 日（月）～5日（水） 

開催場所 

愛知県名古屋市（KKR 名古屋（開会式）、ウィルあいち(ワークショップ、発表会等)） 

三重県三重郡菰野町（三重県民の森（エクスカーション）） 

 

参加者 

日本を含むアジア地域の高校生及び大学生（合計 80 名）及びアドバイザー 

国内学生 50 名  

海外学生 30 名（中国、韓国、マレーシア、タイ、フィリピン、インド、インドネシア、ベトナム、 

モンゴル、ネパール、バングラデシュ、カンボジア）  

 

開催者 

主催：環境省  

共催：愛知県  

後援：名古屋市  

協力：三重県菰野町、エコ・リーグ（全国青年環境連盟）  

特別協賛：財団法人イオン環境財団 協賛：三井住友海上 
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２．プログラム２．プログラム２．プログラム２．プログラム 

時間時間時間時間    プログラムプログラムプログラムプログラム    詳細詳細詳細詳細    

0 日目日目日目日目  8 月月月月 2 日（日）日（日）日（日）日（日） 

16:30 ウェルカムミーティング 

アイスブレイキング 

 

海外参加者も迎え、ゲームなどを行った。生物多様性に関する問

題が複雑に絡み合っている事を意識してもらうゲームや、自己紹

介ゲームなど。 

18:00 夕食   

19:30 自主企画 参加者が分科会の企画者となり、様々なディスカッション・ワークシ

ョップが行われた。テーマは、生物多様性や、森林保全、各国で

の環境活動などであった。普段行っている活動のブラッシュアップ

に役立てたり、環境活動や生物多様性について考えを深めたりす

る場となった。 

    1 日目日目日目日目    8 月月月月 3 日（月）日（月）日（月）日（月） 

8:00 朝食   

9:30 開会式・基調講演開会式・基調講演開会式・基調講演開会式・基調講演    
 

 
 

開会挨拶 

・市原信男（環境省中部地方環境事務所長） 

・林清比古（愛知県顧問 環境担当） 

・林雄太（エコ・リーグ（生物多様性アジアユース会議学生代表）） 

キーノートレクチャー 

・中島尚子 

（環境省自然環境局生物多様性地球戦略企画室長補佐） 

 「生物多様性について・CBD・COP10/MOP5について」 

10:45 各国参加者からのプレゼンテー各国参加者からのプレゼンテー各国参加者からのプレゼンテー各国参加者からのプレゼンテー

ションションションション 

各国のユースが事前に準備したプレゼンテーションで、自国の生

物多様性、自国ユースの生物多様性保全の取り組みを紹介を行

った。 
12:30 昼食   

13:30 エクスカーションエクスカーションエクスカーションエクスカーション 
 

 

 
 

三重県民の森で里山について学び、パラミタミュージアムで日本

の文化にふれた。  

 

 
 

18:30 夕食   

19:15 エクスカーション振り返りエクスカーション振り返りエクスカーション振り返りエクスカーション振り返り 参加者同士でエクスカーションを通して学んだことを共有し、講師

の先生方から、振り返りの言葉を頂いた。 
19:30 ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション[声明文Ⅰ声明文Ⅰ声明文Ⅰ声明文Ⅰ] 

 

声明文の草案を共有し、声明文編集委員を参加者から募集・選

出した。  
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2 日目日目日目日目 8 月月月月 4 日（火）日（火）日（火）日（火） 

7:30 朝食   

9:00 ワークショップワークショップワークショップワークショップ 

[アジア生物多様性マップアジア生物多様性マップアジア生物多様性マップアジア生物多様性マップ] 

 

アジア地域の、自然や生物多様性の豊かさ、自然と結びついた文

化、危機に瀕している自然、環境問題の先進事例等を、グループ

毎に話合った。参加者はアジア大の視点で、生物多様性の現状

を再確認した。 

アドバイザー (以降、2日目の企画全てのアドバイザー) 

・道家哲平（日本自然保護協会） 

・中島尚子（環境省） 

・朴恵淑（三重大学） 
10:45 ワークショップワークショップワークショップワークショップ 

［アクションプランⅠ］［アクションプランⅠ］［アクションプランⅠ］［アクションプランⅠ］ - 
 

アジア地域の生物多様性

の問題を解決するための

アクションプランを参加者

毎に計画し、他の参加者と

共有し、同じアイデアを持

つ者同士でグループに分

かれ、企画を練った。 

 

 
 

12:15 昼食   

13:00 レクチャーレクチャーレクチャーレクチャー 

[企業の生物多様性の取り組み企業の生物多様性の取り組み企業の生物多様性の取り組み企業の生物多様性の取り組み] 

三井海上火災より生物多様性に対する考え方や取り組みについ

て講演頂き、企業の取り組みについて学んだ。 

13:30 ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション 

[声明文Ⅱ声明文Ⅱ声明文Ⅱ声明文Ⅱ] 

参加者は声明文の中で特に関心のある章（森林、遺伝子資源等）

に分かれ、集中的に議論を行った。   

14:45 グループワークグループワークグループワークグループワーク 

［アクションプランⅡ］［アクションプランⅡ］［アクションプランⅡ］［アクションプランⅡ］ 

アクションプランを実行に移すために、以下の 9 つのグループ毎で

詳細の検討を行った。 

・共育 教育プログラム 

・教育・エコツーリズム 

・名古屋での生物多様性の日キャンペーン 

・生物多様性アジアユースネットワーク 

・生物多様性の歌 まあるいいのち 

・生物多様性ウェブサイト  

・生物多様性ブログ 

・メディアを通じた啓発 

・意識向上プログラム 
17:00 夕食   

18:30 ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション 

［声明文Ⅲ］［声明文Ⅲ］［声明文Ⅲ］［声明文Ⅲ］ 

参加者全員で声明文の章毎に確認、修正を行い、声明文に合意

した。 

    3 日目日目日目日目    8 月月月月 5 日（水）日（水）日（水）日（水） 

7:30 朝食   

9:00 グループワークグループワークグループワークグループワーク 

［フォーラムでのプレゼンテーシ［フォーラムでのプレゼンテーシ［フォーラムでのプレゼンテーシ［フォーラムでのプレゼンテーシ

ョン準備］ョン準備］ョン準備］ョン準備］ 

 

 
 

午後の「生物多様性アジアユースフ

ォーラム」に向け、プレゼンテーション

の準備を行った。  
 

12:00 昼食   
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14:00 生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性 

アジアユースフォーラムアジアユースフォーラムアジアユースフォーラムアジアユースフォーラム 
 

愛知県の高校生を中心に約 500 名の参加者を迎え、生物多様性

アジアユースフォーラムを開催した。参加者は、アジア生物多様

性マップ、アクションプラン、声明文の発表を行った。 

開会挨拶 

・吉野正芳（環境省副大臣） 

・稲垣隆司（愛知県副知事） 

来賓挨拶 

・岡田卓也（イオン環境財団理事長） 

生物多様性・ＣＯＰ１０の概要説明 

・鳥居敏男（環境省自然環境局生物多様性地球戦略企画室長） 

司会 

・北橋みどり（エコ・リーグ） 
16:30 閉会式閉会式閉会式閉会式 閉会挨拶 

・鳥居敏男 （環境省自然環境局生物多様性地球戦略企画室室

長） 他 
17:00 夕食 

 
18:00 文化交流文化交流文化交流文化交流 各国の文化交流のため参加者が自国のダンス・歌・ムービー・劇

などを発表し合った。交流、親睦を深めた。 

    5 日目日目日目日目    8 月月月月 6 日（木）日（木）日（木）日（木） 

8:00 朝食   

9:30 帰国・帰宅   
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３．３．３．３．参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 

私は、普段大学で学生環境サークルの活動に参加しているが、このような国際か会議には初めて

参加した。多くの発見と学びがあり、また今後生物多様性に関わる意欲を新たにした。以下、会議

で私や他の参加者が得たことを大きく 3つ述べたい。 

1 点目は、今まで生物多様性について深く考えた事がなかった学生が、考え、活動を起こすきっ

かけとなった事であると考える。今回の日本人参加者のうち約 4割は高校生であり、普段は環境活

動をしていなかった参加者も見られたが、会議に参加して生物多様性の現状を知り、そして他国の

同世代の友人たちの活動を知り、生物多様性について活動をしたいという意欲が強く感じられるよ

うになった。また、来年開催される CBDCOP10 の重要性は、生物多様性に向けた若者の役割等を私を

含め多くの参加者が考え、行動し始めた。 

2点目は、アジアの生物多様性に関連した活動のネットワークができたことである。会議の中で、

アジア 13ヶ国の青年が問題意識を共有し、そして今後も一緒に活動していくためのプラットフォー

ムを作ることを確認した。このネットワークが今後、私たちが国際的に活動を継続・発展するため

の基盤になると考える。また、来年の CBDCOP10 に関心を持っている世界中の青年達を支える役割も

果たすようにしたいと考えている。来年・再来年と年を重ねるうちに、より大きなネットワークに

していきたい。 

3 点目は、国・世界といった大きな枠組みで物事を考えるきっかけになったと考える。私たちは、

大学や地域レベルで課題を捉え、自分に何ができるかということを考えることがあるが、国や国際

的なレベルで、課題を捉え、行動することは少なかった。この会議は広い視野を持って考える良い

機会となった。特に、日本人が考える生物多様性という単語のイメージと、アジア各国の人が考え

る生物多様性のイメージで相違点を実感することができ、アジアの中の日本という国の立ち位置に

ついても、考えるきっかけとなったと思う。 

本会議は、大きく 4つの企画で構成されていた。各国の参加者が活動発表をするナショナルプレ

ゼンテーション、そこで得た知識を整理するアジア生物多様性エコマップ作成のワークショップ、

整理した知識を活かし、今後どのような活動を起こしていくかを具体的に考えアクションプランを

作り、アジアのユースとしての宣言を発信するツールであるアジアユース宣言文を作成した。そし

て最終的には、会議の報告の場として、アジアユース生物多様性フォーラムを行った。アクション

プランで出されたアイデアのいくつかは、実際に活動に移されている。「アジアユース生物多様性

宣言」は今後の発信や、来年はCBDCOP10の際に世界ユースのメッセージとして発展させていきたい。

非常に多くの発見があり、必死に議論を行った 3日間だった。 

今後も、アジア・世界の多くの友人たちと活動を続けていきたい。また、多くの青年たちが広い

視野を持ち、活動を起こせるように積極的に呼びかけていきたいと思っている。 

 

 

（佐藤真耶（参加者 東京農業大学 3年生） ） 
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４．生物多様性に関するアジアユース声明４．生物多様性に関するアジアユース声明４．生物多様性に関するアジアユース声明４．生物多様性に関するアジアユース声明 

生物多様性に関するアジアユース声明生物多様性に関するアジアユース声明生物多様性に関するアジアユース声明生物多様性に関するアジアユース声明    

生物多様性アジアユース会議 in 愛知 2009 

 

日本 名古屋 

2009年 8月 3日～5日 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに::::    

 生物多様性は私たちの生活にとって不可欠である。しかし、私たちの自然環境との共生は持続可能でない開発

のために脅かされている。世界中のユースの半分以上を占める私たちアジアのユースは、生物多様性を学び、保全し、ま

た持続可能な方法で利用していく必要があることを認識している。そして、私たち自身はその活動に参加することを宣言

し、社会のすべてのセクターに行動を起こすことを要請する。 

１．１．１．１．    私たちの現在と未来私たちの現在と未来私たちの現在と未来私たちの現在と未来    

私たち、アジアユースは、この地球の上で豊かで持続可能に生活していきたいと願っている。私たちの生存の

ため、私たちは生態系の適切な機能を維持し、有用な動植物種を上手に使い、存続が脅かされ絶滅に瀕している種のため

に生息地を維持する必要がある。 

２．２．２．２．    教育と啓発活動教育と啓発活動教育と啓発活動教育と啓発活動    

私たちは、生物多様性を保全し、また持続可能かつ衡平な方法で利用していくために、すべての人が生物多様

性について学ぶ必要があることを認識している。さらに、すべてのセクターと市民社会に対し、生物多様性についての認

識を高めるための啓発活動を支援することを要請する。 

３．３．３．３．    世界的な視点と協力世界的な視点と協力世界的な視点と協力世界的な視点と協力    

私たちは、生物多様性が経済発展を可能にしていることを忘れてはならない。私たちの経済活動は国境を越え

て相互依存するようになっているため、生物多様性を保全しながら適切に利用していくためには、グローバルな視点を取

り入れ、パートナーシップを築く必要がある。 

    

１１１１．．．．生物多様性条約のテーマ別プログラム生物多様性条約のテーマ別プログラム生物多様性条約のテーマ別プログラム生物多様性条約のテーマ別プログラム    

  1.A  1.A  1.A  1.A  農業における生物多様性農業における生物多様性農業における生物多様性農業における生物多様性    

� 伝統的農業における生物多様性が持続可能でないグローバリゼーション、モノカルチャー、適切でない農

法、伝統的農業の放棄によって危機にさらされていることを憂慮する。 

� 遺伝子組換え生物の安全性は保障されておらず、遺伝子を人為的に改変することは次世代に悪影響を及ぼ

す生物多様性の人為的改変と同等であることを警告する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� ポリカルチャーにより大きな重点を置いた支援と協力を政府、その他公共機関、そして企業に望む。 

� 締約国に生物多様性保全に貢献する農業を推進する適切で効果的な枠組みを策定することを期待する。 
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� 遺伝子組換え生物を輸出する際には締約国にその安全性を証明することを期待する。 

1.B  1.B  1.B  1.B  森林の生物多様性森林の生物多様性森林の生物多様性森林の生物多様性    

� 森林を「木材を得るための森林」「生物多様性を保護する森林」のように目的に応じて分類して管理する

ことで、森林の持つ経済的、環境的資産の両方を持続可能な方法で利用することができると認識する。 

� 森林伐採、過度な耕作、持続可能でない焼き畑農業、過放牧、違法伐採、森林開発の増加などによって、

森林が消失・劣化していることを再認識する。 

� マングローブ林や熱帯雨林などの森林は、特に生物多様性と生態系サービスに富むので、優先して保護す

るべきであることを強調する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 中央及び地方政府に対して、市民を巻き込み持続可能な方法で森林を管理するために「木材を得るための

森林」「生物多様性を保護する森林」のように目的に応じて分類して管理することを求める。 

� 中央及び地方政府内の専門家に対して、市民や企業及び地域社会が生態系が脆弱な場所において過度の採

掘、採石、ダム建設、造船を禁止することを強く期待する。 

� 中央及び地方政府に対して、植林の際に在来種を利用するよう奨励する。 

� 企業に対して、森林管理協議会（FSC）のような持続可能な森林管理をアグロフォレストリーのような手

法を通して、NGOの研究者と協働して促進するように求める。 

  1.C  1.C  1.C  1.C  海洋・沿岸域の生物多様性海洋・沿岸域の生物多様性海洋・沿岸域の生物多様性海洋・沿岸域の生物多様性    

� 海洋・沿岸域の生物多様性の喪失の主な原因は、汚染、海洋資源の持続可能でない収穫、気候変動による

海洋酸性化であることを認識する 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 中央及び地方政府に対して、総合的な沿岸海洋管理を強化することを求める。 

� 締約国に対して、2012年までに海洋保護区ネットワークを形成することを求める。 

� 企業に対して、消費者に海洋管理協議会(MSC)が認証した製品を促進及び提供することを奨励する。 

 

２．生物多様性条約の分野横断的テーマ２．生物多様性条約の分野横断的テーマ２．生物多様性条約の分野横断的テーマ２．生物多様性条約の分野横断的テーマ    

  2.A  2.A  2.A  2.A  生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性 2010201020102010年目標とポスト年目標とポスト年目標とポスト年目標とポスト 2010201020102010年目標年目標年目標年目標    

� 世界共通の目標を設定することの重要性に気付く一方で、生物多様性 2010 年目標は不明確であることを

認識する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 締約国に対して、未来世代の生活を保障するために、中期目標（2020 年）と長期目標（2050 年）を伴う

具体的なポスト 2010年目標（愛知-名古屋ターゲット）を設定するよう求める。 

  2.B  2.B  2.B  2.B  遺伝資源へのアクセスと利益配分遺伝資源へのアクセスと利益配分遺伝資源へのアクセスと利益配分遺伝資源へのアクセスと利益配分    (ABS)(ABS)(ABS)(ABS)    

� 「遺伝資源の利用から得られる利益の公正かつ衡平な配分」という生物多様性条約の第三の目的がまだ達

成されていないことを認識する。 

� バイオパイラシー（生物資源への海賊行為）と呼ばれる、公正でない遺伝資源の利用を批判する強い指摘

があることを知る。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 締約国に対して、「遺伝資源の利用から得られる利益の公正かつ公平に配分」を実現するために ABSの国
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際レジームの検討を COP10までに完了することを求める。 

� 締約国に対して、これらの問題に関する監視及び論争の解決のための委員会を設立することを期待する。 

� 企業及び研究者に対して、遺伝資源の利用に関する情報の提示を求める。 

� 政府に対して、ABSの国際レジームの形成後にそのルールに沿って企業に対し法的措置をとり、厳格に適

用し、企業がルールに従うことを支援することを期待する。 

  2.C  2.C  2.C  2.C  気候変動と生物多様性気候変動と生物多様性気候変動と生物多様性気候変動と生物多様性    

� 気候変動と生物多様性の喪失はそれぞれの現象の悪化に相互に影響を及ぼしあっていることを認識する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� すべてのセクターに対して、気候変動と生物多様性損失の問題をともに取り扱うことを奨励する。 

� 気候変動の緩和対策の生態学的な側面を考慮する。 

  2.D  2.D  2.D  2.D  コミュニケーション、教育、普及啓発コミュニケーション、教育、普及啓発コミュニケーション、教育、普及啓発コミュニケーション、教育、普及啓発    (CEPA)(CEPA)(CEPA)(CEPA)    

� 生物多様性が人間の生存のために必要不可欠であるという事実を教育や啓発活動を通じて広めることの重

要性を強調する。 

� より積極的かつ参加型の手法が生物多様性保全に必要不可欠であることを認識する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 市民社会、特に研究者に対して、生物多様性のポテンシャル及び私たちの日常生活と生物多様性の関係を

可視化し、私たちにできることについて考えることを期待する。 

 2.E  2.E  2.E  2.E  侵略的外来種侵略的外来種侵略的外来種侵略的外来種    

� 侵略的外来種が現住の生態系を破壊し、生態系サービスを劣化させていることを認識する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 締約国に対して、侵略的外来種を取り扱うことを禁止する法律を制定及び施行し、侵略的外来種が野生に

拡散することを防止するための措置をとることを求める。 

� 市民社会に対して、生物種を移動させる際には地域スケールと国際スケールのいずれにおいても特別に注

意を払い、そのような行為が生物多様性の損失につながる可能性を持つことを理解するよう求める。 

 2.F  2.F  2.F  2.F  観光と生物多様性観光と生物多様性観光と生物多様性観光と生物多様性    

� エコツーリズムは生態系や生物多様性が我々にとっていかに重要かを実感する機会を提供することを知る。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� エコツーリズムが楽しい環境教育の一部として、推進され普及されることを望む。 

� 環境教育が生物多様性の保全及び地域活性化に真に貢献することを期待する。 

� 人々に対して、エコツーリズムが環境の開発行為の原因に決してならないよう保証することを求める。 

 2.G  2.G  2.G  2.G  先住民族、地域コミュニティ、伝統的知識先住民族、地域コミュニティ、伝統的知識先住民族、地域コミュニティ、伝統的知識先住民族、地域コミュニティ、伝統的知識    

� 先住民族、地域コミュニティ及び地域固有の技術の利用の役割が、生物多様性の保全及び持続可能な利用

において重要であることを認識する。 

私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、私たち、会議の参加者たちは、    

� 先住民族と地域コミュニティの人権を尊重することの必要性を強調する。 

 

３．３．３．３．ユースの公約及びユースからの関係者への呼びかけユースの公約及びユースからの関係者への呼びかけユースの公約及びユースからの関係者への呼びかけユースの公約及びユースからの関係者への呼びかけ    

  3.A  3.A  3.A  3.A  ユースの公約ユースの公約ユースの公約ユースの公約    
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若い世代を代弁して、私たちは、次の公約を宣言する：若い世代を代弁して、私たちは、次の公約を宣言する：若い世代を代弁して、私たちは、次の公約を宣言する：若い世代を代弁して、私たちは、次の公約を宣言する：    

� ユース同志で生物多様性問題についての理解を深めるために様々な方法を活用する。 

� エコフィールドトリップの実施に向けて地域コミュニティとの交流を持つ。 

� ユースは世界をよりよくする責任があるため、生物多様性条約の課題について詳しくなる。 

� 多角的な研究に基づいて情報交換を行い、国際的なネットワークを通じて最新のレポートを入手し、常に

新しい情報を把握する。 

� 私たちの代表者に、生物多様性を保全するために作られた既存の条例や国内法、国際法を厳格にかつ十分

に実施するよう要請する。 

� 他の若者や市民社会の主な関係者と連携を図り生物多様性の損失を解決するために行動し、地域社会で変

革をもたらす人材へと成長する。 

� 地域的な活動を展開し、できることからはじめ、少しずつ発展させる。 

    

若い世代を代表し、私たちは以下のことを求める：若い世代を代表し、私たちは以下のことを求める：若い世代を代表し、私たちは以下のことを求める：若い世代を代表し、私たちは以下のことを求める：    

 3.3.3.3.B  B  B  B  中央及び地方政府に対して中央及び地方政府に対して中央及び地方政府に対して中央及び地方政府に対して    

� グリーンジョブ、生物多様性の保全を支援する企業や個人を助成するなど、生物多様性の保全と持続可能

な開発と関係のある措置を強化し実行すること。 

� 厳しい規制を課すること 

� 生物多様性問題について呼びかけ取り組むよう、政府、専門家、企業が参加する定期的な会合を組織する

こと。 

 3.C  3.C  3.C  3.C  企業に対して企業に対して企業に対して企業に対して    

� 環境にやさしい原材料及び家具を使うこと 

� 生物多様性の保全に貢献する組織への支援、投資及び参画を増加させること 

� 草の根レベルにおいて生物多様性の保全に必要な行動を実施すること 

 3.D  3.D  3.D  3.D  市市市市民社会と研究者に対して民社会と研究者に対して民社会と研究者に対して民社会と研究者に対して    

� 政府や企業に対して、環境を考慮した商品を注意深く選択するよう強く奨励すること。 

� 地域活動の優良事例をコミュニティレベルで共有するよう推進すること。 

 3.E  3.E  3.E  3.E  メディアに対してメディアに対してメディアに対してメディアに対して    

様々な媒体を通じて、社会に生物多様性に関する情報をわかりやすく伝え、大衆の認識を高めること 

 3.F  3.F  3.F  3.F  地球社会に対して（国際組織を含む）地球社会に対して（国際組織を含む）地球社会に対して（国際組織を含む）地球社会に対して（国際組織を含む）    

� 十分に強化された監視システムを通じ、生物多様性の重要性を熟慮した上で生物多様性保全の取り組みを

強化すること。 

� 世界の生物多様性を保全及び保存するために、社会の多様なセクターを横断し様々な戦略や方法を利用し

て厳密に監視、促進、実施すること。 

 

- - - - 
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